
　平成 15 年度の国民健康保
険料納付書を今月中旬にお送
りします。
　賛助団体に加入している人
には、団体を通じて配布しま
す。口座振替を利用している
人は、お送りする口座振替通
知書に基づき、自動引き落としとなります。　
　

　保険料を支払う義務は、世帯主となっています。
納付書は、世帯主が国保の加入者でない場合でも、
世帯主あてにお送りします。

（国保料の減免）災害や病気などで、保険料の納
付が困難となった場合には、減免制度もあります。
■問い合わせ先　保険年金課（@ 20̶3204）

国保料納付の第１期は７月
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○ 相続人代表者とは
　固定資産の所有者
が亡くなられた場合
に、相続登記するま
での間、固定資産税
の支払いや書類の受
取りをしていただく
人のことです。
　相続人代表者の届
出用紙は、所有者が亡くなられたときにご家族な
どにお送りしています。また、すでに届出をして
いる内容に変更がある場合などは、固定資産税課
まで連絡してください。

○納税管理人とは
　市外にお住まいの人で納税が不便な人などに代
わって、固定資産税の支払いや書類の受取りをし
ていただく人のことです。また納税管理人は、還
付金の請求・受領、台帳の閲覧などができます。

【固定資産税】

■問い合わせ先　固定資産税課（@ 20̶3131）

相続人代表者と納税管理人

第 1期 7月 第 5期 11月

第 2期 8月 第 6期 12月

第 3期 9月 第 7期 1月

第 4期 10月 第 8期 2月

「（仮称）市民活動推進センター」愛称決定！

　7月13日（日）さざんか会館2階にオープンし
ました。
　みなさん、ぜひご利用ください。

■問い合わせ先　市民参画課（@ 20̶3163）

　市民活動拠点

『アクティブとっとり』
（佐

さとう

藤　順
じゅん

さん／高住）
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